
※これらの分類については、昭和２５年及び昭和３７年の社会保障制度審議会
の勧告に沿った分類に基づいている。

○病気やけがをした場合に誰もが安心して医療にかかることので
きる医療保険

○老齢・障害・死亡等に伴う稼働所得の減少を補填し、高齢者、
障害者及び遺族の生活を所得面から保障する年金制度

○加齢に伴い要介護状態となった者を社会全体で支える介護
保険 など

① 社会保険（年金・医療・介護）

社会保障制度は、国民の「安心」や生活の「安定」を支えるセーフティネット。

社会保険、社会福祉、公的扶助、保健医療・公衆衛生からなり、人々の生活を生涯に

わたって支えるものである。

○高齢者,障害者等が円滑に社会生活を営むことができるよう、
在宅サービス,施設サービスを提供する社会福祉

○児童の健全育成や子育てを支援する児童福祉 など

○健康で文化的な最低限度の生活を保障し、その自立を助長
する生活保護制度

③ 公的扶助

○医師その他の医療従事者や病院などが提供する医療サービ
ス

○疾病予防、健康づくりなどの保健事業

○母性の健康を保持、増進するとともに、心身ともに健全な児
童の出生と育成を増進するための母子保健

○食品や医薬品の安全性を確保する公衆衛生
など

国民が病気、けが、出産、死亡、老齢、障害、失業など生活
の困難をもたらすいろいろな事故（保険事故）に遭遇した場
合に一定の給付を行い、その生活の安定を図ることを目的と
した強制加入の保険制度

障害者、母子家庭など社会生活をする上で様々なハンディ
キャップを負っている国民が、そのハンディキャップを克服し
て、安心して社会生活を営めるよう、公的な支援を行う制度

生活に困窮する国民に対して、最低限度の生活を保障し、
自立を助けようとする制度

国民が健康に生活できるよう様々な事項についての予防、
衛生のための制度

② 社会福祉

④ 保健医療・公衆衛生

社会保障制度とは



国⺠⽣活を⽣涯にわたって⽀える社会保障制度

引退後子育て・就労期就学期就学前

事業主による健康診断未熟児医療、予防接種 等
健診、⺟⼦健
康手帳等

【保健・医療】

健康づくり
健康診断
疾病治療
療養

高齢者
医療

特定健診・特定保健指導

医療保険（医療費保障）

介護保険

（在宅サービス、施設サービス
等）

放課後

保育所
【社会福祉等】

児童ｸﾗﾌﾞ

児童福祉
⺟⼦・寡婦福祉
高齢者福祉

地域の子育て支援
（全⼾訪問・養育⽀援訪問事業等）

児童手当

児童扶養手当

保護を要する児童への社会的養護等

・在宅サービス（居宅介護、デイサービス、短期⼊所、補装具費の⽀給等）

障害（児）者福祉 ・施設サービス（障害者支援施設等）

・社会参加促進（レクリエーション活動支援等）

・手当の支給（特別障害者手当等）

遺族年⾦【所得保障】

障害年⾦

年⾦制度
⽼齢年⾦

資産、能⼒等すべてを活⽤してもなお⽣活に困窮する者に対し、最低限度の⽣活を保障生活保護

職業紹介、職業相談等【雇用】

高齢者雇用労働⼒需給調整
労災保険
雇用保険

障害者雇用

働いて事故にあった時、失業した時など

公共職業訓練
職業能⼒開発

労働者個⼈の⾃発的な職業能⼒開発を⽀援

男⼥雇⽤機会均等・育児休業・介護休業等
男⼥雇⽤機会均等
仕事と⽣活の両⽴

支援

最低限の労働条件や賃⾦を保障
労働条件

労働者の安全衛生対策

出生 6歳 12歳 15歳 18歳 20歳 40歳 50歳 60歳 70歳 75歳



社会保障関連施策の種類と実施主体

国

•年⾦（厚⽣年⾦、基礎年⾦） ・雇用政策

•労働保険（雇用保険、労災保険）

都道府県（県単位の

広域連合等を含む）

•健康保険（協会けんぽ） ・医療提供体制

•国⺠健康保険（財政運営）

•後期⾼齢者医療

•（郡部）生活保護

市町村

•国⺠健康保険（資格管理、保険給付等） ・障害福祉

•介護保険 ・児童福祉

•児童手当 ・⽼⼈福祉

•（市部）生活保護

（注）実施主体は中心的な役割を担う主体のみを記載。


